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「海岸保全施設維持管理マニュアル」を改訂 

～水門・陸閘
りくこう

等の効率的な維持管理の実現に向けて～ 

 

 
 

全国の海岸保全施設における堤防・護岸等のうち、整備後 50 年以上経過した施設や整備年度が不明

な施設は 2015 年で約 4 割であるが、2035 年には約 7 割に達する見込みであり、適切な維持管理の実施

が重要な課題となっています。 

 

現行の「海岸保全施設維持管理マニュアル」は、主に堤防・護岸等の土木構造物を対象としており、

水門・陸閘等の設備については他のマニュアルを参照するものとなっていました。このため、平成 28

年 12 月に「海岸保全施設における水門・陸閘等の維持管理マニュアル策定委員会」（委員長：横田弘 北

海道大学大学院 教授）を設置し、計５回の委員会を経て、水門・陸閘等の点検や評価等について整理

し、「海岸保全施設維持管理マニュアル」を改訂しました。 

 

本改訂では、主に次の点についてとりまとめました。 

①水門・陸閘等の機構や重要度等に応じて点検頻度や内容を効率化する仕組み 

②水門・陸閘等の設備部分と土木構造物部分の健全度を総合的に評価する手法 

③簡易に維持管理費の推計が可能な「海岸保全施設のライフサイクルコスト算定ツール」の紹介 

 

この他、新技術を活用した点検効率化の事例を充実させるなど、海岸管理者による海岸保全施設の長

寿命化計画策定を支援する項目を充実させました。（改訂の概要：別紙１） 

 

【海岸保全施設維持管理マニュアル（平成 30 年 5月改訂）】 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr7_000069.html 
 

 

【問い合わせ先】 

港湾局 海岸・防災課 早川、木下 

ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 46712､46736）、03-5253-8688（直通） ＦＡＸ：03-5253-1654 

水管理・国土保全局 海岸室 菊池、浜口 

ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 36337､36333）、03-5253-8471（直通） ＦＡＸ：03-5253-1612 

農林水産省、国土交通省では、水門・陸閘等の効率的な維持管理を実現するため、「海

岸保全施設維持管理マニュアル」を改訂しました。 

 
同時発表 農林水産省 


